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株主優待制度の導入に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 18 年 9 月中間期より、株主優待を実施いたしますのでお知らせいたします。 
 
 

記 
 
1. 株主優待制度導入の目的 

日頃の株主の皆様からのご支援にお応えするとともに、今後も、より多くの皆様に当社の事業への

ご理解とご支持をいただくことを願い、株主優待制度を新設いたします。 
 
2. 優待対象株主と割当基準日 
  毎年 3 月 31 日並びに 9 月 30 日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された 1 単元

（100 株）以上保有の株主 
 
3. 優待内容 

下記の通り、株式数 100 株以上所有の株主様に対して、クオカードの配布を予定しております。 
 

所有株式数 優待商品（半期毎） 
100～999 株 クオカード 500 円分 
1,000～9,999 株 クオカード 1,000 円分 
10,000 株以上 クオカード 2,000 円分 

 
 
4. 優待開始時期 

平成 18 年 9 月 30 日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された 1 単元（100 株）

以上保有の株主から優待を開始致します。 
 
 
 
 
 

以 上 
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